
　本書に下記のとおり誤りがありましたのでお詫びの上訂正させていただきます。　　２０１４年１２月１５日現在

（なお、今後の追加の訂正点等は、随時ホームページでも紹介する予定です。）

巻・ページ 行など 　　　　誤             正

（上巻） 

   　 Ｐ４ 下から５行目 離婚や相続などの 離婚や親子関係などの

    Ｐ３０　 下から３行目 法９５条 民訴法９５条

　Ｐ２１７ 利息制限法４条 ４　前項の・・・ ２　前項の・・・

　Ｐ２２８ 下から５行目 １万円 ２万円

（下巻）

　目次Ｐ６ ９行目・１０行目 書式７-８、書式７－９ （削除）

 　〃 Ｐ７ 第６の２及び３ 第１回後半 第１回公判

 　〃 Ｐ８ 刑事事件書式に加筆 書式８－７　保釈保証金充当許可申請書

　　Ｐ３６ ４行目 「専有部分の表示」 「専有部分の建物の表示」

　　Ｐ４４ １４行目 「減額限度表」 「経年減価（減点）補正率表」

　　Ｐ６５ ２行目 （家手法２７２条１項） （家手法２７３条１項）

　　Ｐ８５ 下から１０行目 定めるの人事訴訟事件（５頁参照） 定める人事訴訟事件（５８頁参照）

　　Ｐ９３ ７行目 ３４頁 ８６頁

　Ｐ１１１ 下から８行目 調査にあった 調査にあたった

　Ｐ１１８ ３　相続人の順位の囲み５行目 第２順位 第二順位

　Ｐ１１８ ３　相続人の順位の囲み８行目 第３順位 第三順位

　Ｐ１２６ 下から４行目 数字相続 数次相続

　Ｐ１４５ (2)②の4行目 民法９６９条の２　２号 民法９６９条の２第２項

　Ｐ１４５ 〃　７行目 民法第９６３９条の２　２号 民法９６９条の２第１項

　Ｐ２２１ 下から４～５行目 しれませんが、　思疎通 しれませんが、意思疎通

「法律事務職員基本研修テキスト」正誤表


